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面積 長崎西彼・県央地区 総面積に占める割合
総面積（ha） １３３，３０８ －

うち耕地面積（ha） １５，２１４ １１％
うち森林面積（ha） ６７，１０３ ５０％

世帯数 長崎西彼・県央地区 総世帯数に占める割合
総世帯数（戸） ３２９，０５８ －

うち主業農家（戸） １２，９２４ ４％
うち林家数（戸） １，８８６ １％

うち総農家数（戸） ４，６３９ １％

人口 長崎西彼・県央地区 総人口に占める割合
総人口（人） ７９８，６４２ －

うち農業就業人口（人） １１，３８０ １％

販売農家 長崎西彼・県央地区 県内構成比 県
販売農家戸数（戸） ７，４２４ ３５％ ２１，３０４

主業農家戸数（戸） １，８８６ ２８％ ６，６２０
準主業農家戸数（戸）① １，５７６ ３７％ ４，３０７
副業的農家戸数（戸）② ３，９６２ ３８％ １０，３７７

自給的農家（戸）③ ５，５００ ４４％ １２，４９８
兼業農家等（戸）①＋②＋③ １１，０３８ ４１％ ２７，１８２

耕地 長崎西彼・県央地区 県内構成比 県
耕地面積（ha） １５，２１４ ３３％ ４６，３００

田（ha） ６，５０８ ３１％ ２１，２００
畑（ha） ８，７１０ ３５％ ２５，１００

水田整備率（％） ７０％ － ５８％
畑整備率（％） ３９％ － ２７％
荒廃農地面積（ha） １，７００ ４８％ ３，５６８

民有林 長崎西彼・県央地区 県内構成比 県
人工林面積（ha） ２８，７４４ ３１％ ９１，４８２

４～９齢級（ha） １０，０４４ ３１％ ３２，４２４
１０齢級以上（ha） １８，２９６ ３２％ ５７，９３８

特産のびわ園地

第５章

地域別振興方策

長崎西彼・県央地域

１．地域データ
対象市町：長崎市、諫早市、大村市、西海市、長与町、

時津町、東彼杵町、川棚町、波佐見町

２．農林業・農山村の概要（現状と課題）

❶「長崎西彼地域」の農業

長崎西彼地域（長崎市、西海市、長与町、時津町）は、地形が複
雑で起伏に富み、中山間地域が多く、総土地面積６９，７１２haのうち
７．３％にあたる５，０５６haが耕地となっています。本地域の農業は、
海岸沿いでは温暖な気候を利用して、温州みかんや生産量全国一を
誇るびわなどの果実類が盛んに生産されています。また、畜産の生
産も盛んであり、特に豚では、規模の大きな養豚経営が営まれてい
ます。
このような中、令和元年度の農地の整備率は、水田で４６％（県平

均５８％）、畑１６％（県平均２７％）と県平均を下回っており、農家数
の減少、高齢化が加速化していることから、農地の基盤整備とあわ
せて担い手へ農地を集積し、経営規模拡大を図るとともに産地を維持していく取組が必要となっています。
今後は、JAが主体となった研修機関を核として、産地一体となった農業後継者育成の仕組みづくりを進めま

す。また、果樹産地の再生に加え、園芸主体の経営体による新たな産地の形成や、環境と調和した収益性の高い
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茶園（東彼杵町赤木地区）

大型機械による牧草採草（諫早湾干拓地）

森林施業全景（西海市大瀬戸町）

畜産経営の推進を通じて、地域の重要な基幹産業となる農業を確立する必要があります。

❷「県央地域」の農業

県央地域（諫早市、大村市、東彼杵町、川棚町、波佐見町）は、
総土地面積６３，５９７haのうち１６．０％に当たる１０，１５８haの耕地を有し
ており、平野部から中山間とさまざまな地形条件を活かして、水稲、
麦、大豆、野菜類、果実類、花き、茶等の工芸作物、肉用牛、豚、
酪農等多様な農業が営まれています。
特に麦類の作付面積は県全体の５２％と県内でも有数の産地となって
います。
諫早湾干拓地や小野・森山地域の水田地帯、大村・東彼杵地域の

平坦地や多良岳山麓及び橘湾に面した丘陵地帯においては、農地の
基盤整備が進んでおり、令和元年度の農地整備率は、水田７５％、畑４７％と県平均を上回る状況となっています。
このような中、農家戸数は減少しており、担い手の高齢化が進んでいます。
今後は、平坦な穀倉地帯や、ほ場整備や、畑地かんがい施設の整備が行われた畑地帯および諫早湾干拓等を中

心として、産地の維持・拡大を図るため、引き続き、農地の基盤整備や、水田の汎用化・畑地化を進めるととも
に、新たな担い手となる新規就農者を育成・確保する必要があります。

❸「諫早湾干拓」の農業

諫早湾干拓地では、６６６haの農地に大規模経営体が野菜、花き、
飼料作物等を栽培しています。
安全・安心な農産物を供給する一大産地を形成するため、長崎県

特別栽培農産物、有機 JAS農産物の認証、または特別栽培と同じ
レベルの「環境保全型農業直接支払交付金」を活用した環境保全型
農業の取組を目指しています。
令和元年度は３８品目、延べ収穫済面積１，０５１haの農産物が栽培さ
れ、耕地利用率は１６８％と県平均の約２倍となっています。

❹森林・林業

管内総土地面積の５０％を森林が占め、その内訳は、国有林６，０５２
ha、民有林６１，０５１ha（公有林８，７０７ha、私有林５２，３４４ha）となっ
ています。
また、管内の民有林の人工林率は約４７％で、県平均４２％より高く、

１０齢級以上が６４％を占めており、本格的な利用期を迎えています。
特に、多良山系は土地生産力が高く、県内でも有数の木材生産地
となっており、木材流通加工の拠点となっています。
また、大村湾西岸の西彼杵半島を主とする低山地帯は、年輪幅の詰まった良質なヒノキが生産されています。
しかしながら、いまだ手入れが十分に行われていない森林もあり、森林の多面的機能の低下が危惧されています。

第
１
章
本
県
農
林
業
・
農
山
村
を

取
り
巻
く
情
勢

第
２
章
時
代
の
潮
流

第
３
章
基
本
方
針

第
４
章
施
策
の
方
向
性

第
６
章
活
性
化
計
画
の
達
成
に

向
け
て

●
第
５
章
地
域
別
振
興
方
策

第５章／地域別振興方策：長崎西彼・県央

１２１



３．長崎西彼・県央地域の農林業・農山村の将来像

長崎西彼・県央地域では、中山間地域を中心に温州みかんや生産量全国一を誇るびわ等の果樹や茶が生産され、
平地を中心に水稲、麦、大豆、野菜、花き等の生産や肉用牛、養豚、酪農が行われているほか、諫早湾干拓地で
は大規模経営体により野菜、花き、飼料作物などが生産されています。また、県内でも有数の木材生産地となっ
ています。
新規就農・就業者の確保のため、JA主体の研修機関や学校等と連携し、農家研修や各種就農情報の提供など

就農意欲を高める取組を行いながら、JAと産地が一体となって新規就農・就業者の確保・定着を支援します。
農業就業人口の減少などによる労力不足に対応するため、㈱エヌによる特定技能外国人材等の活用推進を図り

ます。また、管内、県内、他県産地との産地間連携による周年雇用体制の確立により労力支援体制の強化を図り
ます。
園芸作物・畜産においては、ICT 技術等を活用したスマート農業の導入、生産基盤整備の加速化など生産性の
高い産地の育成により、農業所得の向上を図ります。
各地域において集落での話し合いをもとに地域の将来像を描いた人・農地・産地プランの実現に向けて、農地

中間管理事業等を活用して、農地の基盤整備や担い手への農地集積や団地化を図るとともに、水田地域において
は、水田の汎用化・畑地化を進め、園芸品目の作付拡大を図ります。
西彼杵半島や多良山系の森林を、木材生産の拠点や地域住民への憩いの場とし、また、水源涵養など多面的機

能を発揮させる等多様な森林づくりを目指します。
「新規林業就業者の確保と林業専業作業員の所得向上」と「県産木材の生産拡大と特用林産物による地域振興」
を重点課題とし、林業関係者、関連産業、関係機関、市町と連携しながら、新規林業就業者の確保と事業量の拡
大により林業専業作業員の所得向上を図ります。また、林業版産地計画に基づき搬出間伐等の森林整備を推進し、
県産木材の生産を拡大させるとともに特用林産物の生産を拡大する取組を促進します。
中山間地域の集落においては、森林や農山村の持つ多面的機能の維持・保全を図り、安心して暮らしやすい環

境を整備するとともに、都市との交流・協働など、集落ぐるみでの受入体制を整備し、集落の魅力や生活環境を
発信し、移住・定住を促進し集落の維持・活性化を図ります。

４．基本的振興方向

Ⅰ 次代につなげる活力ある農林業産地の振興

Ⅰ－１ 次代を支える農林業の担い手の確保・育成

❶就農・就業希望者を地域に呼び込む組織的な取組の推進

●受入団体等登録制度を充実させ、JAと産地が連携し担い手を育成する体制を構築することで、新規自営就農
者を受け入れ、育成します。

●農業高校・農業大学校学生などの若い世代に対し、学校と連携して先進農家・大規模農家への研修や就農事
例・就農支援制度の情報提供等により就農意欲を高める取組を行います。

●JAの部会などの各産地ごとに「将来の産地の担い手を確保する行動計画」を策定し、地域に就農希望者を呼
び込み農家出身のＵターン者を呼び戻す取組を推進します。

●新規就農者の技術や経営課題へのフォローアップ活動により、就農の定着を図ります。

●林業への就業希望者と就業先のマッチングに取り組み、担い手の確保及び定着を図ります。

１２２



新規就業者のフォローアップ研修

農福連携によるみかんマルチ張り作業

❷農業の実践力・経営力を育む研修教育の実施

●JAが主体となった研修機関を設置し、親元就農等による新規就
農希望者に対し、産地と一体となった研修体制の仕組みづくりを
行い、就農及び定着を図ります。

●林業事業体の計画的な事業量や担い手の確保に取り組むとともに、
安全性や労働生産性の向上を目的とした研修等の実施を支援し、
林業の実践力・経営力の向上を図ります。

❸農林業経営者が安定して事業継続できる経営力の強化

●規模拡大志向経営体をリストアップし、生産、資金、労務、販売管理等について個別にコンサルティングを行
い、各市町に設置している担い手育成総合支援協議会と連携しながら、農業所得１，０００万円以上を確保できる
規模の経営体を育成します。

●個別経営体や集落営農組織等の法人化推進対象をリスト化し、「農業経営相談所」から専門家（税理士、中小
企業診断士、社会保険労務士、行政書士等）を派遣し、事業計画等を策定しながら法人化を推進します。

●労働生産性の向上により、事業量や木材生産量を拡大し、林業専業作業員の所得向上を目指す意欲と能力のあ
る林業経営体の育成を図ります。

❹外国人等多様な人材の活用による労力確保対策の推進

●農業就業人口の減少等による労力不足に対応するため、農業サー
ビス事業体㈱エヌによる特定技能外国人材の活用推進を図ります。

●外国人が安心して暮らせる環境整備のための特定技能外国人受入
連絡協議会を設置し、各機関との情報共有を図ります。また、県
央管内の産地間連携や他県産地とのリレー派遣等による周年雇用
体制を確立することにより労力支援体制の強化を図ります。

●地域雇用労力支援協議会では、市町福祉部局や関係機関等との連
携により農作業の施設外就労に興味がある福祉事業所の掘り起こ
しを進めるとともに、作業体験会の開催や作業マニュアルの作成
により農福連携を推進します。

❺青年農業者や女性農業者等の資質向上とネットワーク強化

●青年農業者グループの組織活動を通じて仲間づくりと課題解決能力の向上等の資質向上を図り、次世代の担い
手を育成します。

●女性農業者を対象に女性の経営参画や将来のリーダーとしての資質向上のための研修、個別支援により女性農
業者の活躍を支援します。
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高温耐性品種「なつほのか」（諫早平野）

Ⅰ－２ 生産性の高い農林業産地の育成

❶水田をフル活用した水田農業の展開

●水田フル活用に向けて、土地利用の推進や安定生産に向けた省力
化・高性能機械の導入、暗渠排水整備等の各種条件整備を支援し
ます。

●温暖化による水稲の品質低下の対策として、高温耐性品種「にこ
まる」、「なつほのか」の導入推進を図り、麦においては需要に合
わせた品種転換に向けて新品種等の導入検討を進めます。
また、水田での所得向上に向けて、水田の汎用化・畑地化を推進し、園芸品目の定着を図ります。

●水田農業の担い手である集落営農組織等の経営安定に向けた組織体制の強化を支援します。

❷チャレンジ園芸１０００億の推進

●みかんのブランド率向上のため、シートマルチ被覆ならびに指定園制度の取組を推進します。また、老木等生
産性の落ちた圃場は優良品種への更新を行い、将来を見据えた産地づくりを進めます。

●びわは優良品種「なつたより」の安定生産技術の普及により生産量の拡大を図ります。また、びわにおけるス
マート農業の導入試験（選果システム等）を行い、ブランド商材の確立により消費者に求められる産地づくり
を進めます。

●施設野菜では、単収・品質向上のため環境制御技術等を活用した栽培技術を普及します。
また、いちごでは、パッケージセンターの活用による出荷調製作業の軽減と収益性の向上によりゆとりある経
営の実現を図ります。さらに、ハウスの長寿命化、遊休ハウスの担い手への流動化により、産地規模の維持・
拡大を図ります。

●露地野菜は、畑地の基盤整備の着実な実施と省力機械の導入、労力支援体制の構築、大型選果場を活用した市
場ニーズに対応した定時・定量・定質の出荷体制の確立によるばれいしょ・にんじん等の産地の維持・拡大を
図ります。

●輪ぎくは環境制御技術の高度利用、高温期の降温対策により、単収向上を図ります。
また、安定周年出荷体制の強化による年間予約相対取引の拡大を図り、所得向上を支援します。

●カーネーションは、県オリジナル萎凋細菌病抵抗性品種の導入、土壌消毒の徹底、客土の推進、輪作体系の構
築により、難防除病害の被害を軽減させ、単収向上を図ります。

●茶では、将来ビジョンを描き、茶園の集積を進め、基盤整備や優良品種への改植、省力化機械と防霜ファンの
拡充、製茶工場の集約・再編を図ります。長崎玉緑茶のブランド化に向け、栽培・製造技術の向上や全国茶品
評会等の各種コンクールでの上位入賞を目指した取組を推進します。

❸チャレンジ畜産６００億の推進

●畜産クラスター計画に基づいて生産基盤の強化を推進するとともに、飼養管理技術の改善による生産コストの
低減や資金繰り対策により、産地の維持、拡大、ブランド力の強化に取組みます。

●飼養衛生管理基準の遵守指導の徹底により、家畜伝染病の発生防止に努めます。
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樹園地の基盤整備（西海市白崎地区）
（上段：実施前、下段：実施後）

●地域環境に配慮した、持続的な畜産経営を推進します。

❹県産木材・特用林産物の生産拡大

●林業版産地計画に基づく計画的な搬出間伐を推進するとともに、労働生産性が高く資源の循環利用に寄与する
主伐にも取り組み、県産木材の生産拡大を図ります。

●川上（素材生産者）、川中（製材所）、川下（工務店、プレカットなど）をつなぎ、公共施設等への県産木材の
利用拡大を図ります。

●バイオマス材の出材を推進し、単位収量を増加させ収益性の向上を図ります。

●ハラン生産について、生産体制、生産技術の向上、規模拡大及び販路拡大を支援し、生産量の拡大を図ります。

Ⅰ－３ 産地の維持・拡大に必要な生産基盤、加工・流通・販売対策の強化

❶大規模化・省力化を支える生産基盤整備、農地集積及び森林施業集約化の加速化

●県央地域を中心とした水田地帯においては、集落での話し合いを
もとに地域の将来像を描いた人・農地・産地プランの実現に向け
て、農地中間管理機構と連携し、集落営農法人などの担い手への
農地集積・集約化を加速化するとともに、畦畔除去などによる区
画拡大や暗渠排水整備による水田の汎用化・畑地化を推進します。

●西彼杵半島などの樹園地や畑地帯においては、耕作条件が厳しく、
高齢化も進み、荒廃農地も多い状況であり、産地を維持して行く
ため、農地の基盤整備を実施し、荒廃農地解消と併せて優良農地
を確保するとともに、品質の安定・収量の向上を目的として、畑
地かんがい施設整備を推進します。また、農地中間管理事業を活
用した担い手の確保と育成、地域外の法人などの参入を推進しま
す。

●川棚町や諫早市伊木力地域においては、農産物輸送の効率化を図
るための農道整備を推進します。

●森林施業の集約化を行う森林経営計画の作成を推進するとともに、木材搬出の効率化を図る林業専用道等の幹
線路網の整備を推進します。

●高性能林業機械の導入については、林業版産地計画に基づく計画的な事業量を確保し、機械の稼働率を高める
とともに、地域に合った作業システムによる効率的な施業を推進します。

❷本県農林産物の需要開拓に向けた国内外の販売対策の強化

●輸出相手国の残留農薬基準に対応した栽培方法等の検討及び栽培マニュアルを作成し、輸出に向けた取組を支
援します。

●輸出意向のある経営体のGLOBAL G.A.P．の導入を支援し輸出の拡大を図ります。

●木材資源を有効活用し収益性を向上させるために、製材用、輸出用、バイオマス用など規格・品質に応じて有
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現状 令和７年度 現状年度

認定農業者数 １，６３８ １，６３３ H３０

新規自営就農者・雇用就農者（農業・林業）（人／年） ２１１ ２３９ H３０

担い手の確保にかかる行動計画を策定した産地数（産地） － ４２ －

林業専業作業員数（人） １２５ １３６ H３０

JA等が主体となった研修機関数 － ２ －

林業版産地計画を策定した林業事業体数（者） ４ ５ R元

農業所得１，０００万円以上が可能となる経営規模に達した経営体数 １２３ ３３５ R 元

意欲と能力のある林業経営体数（のべ数） ２ ４ R元

産地計画策定産地の販売額 ３０５ ３４３ H２９

高温耐性品種（なつほのか、にこまる等）の導入面積（ha） １，３７１ ２，３９４ R 元

水田における園芸品目導入面積（ha） ２３ ８６ R 元

集落営農法人・組織の受益面積（ha） ７５５ １，０２３ H３０

いちごの環境制御技術の導入面積（ha） ６．２ １７．４ H３０

きくの環境制御技術の導入面積（ha） ３．１ ３３．９ H３０

輸出に適応した茶栽培面積（ha） １ １６ R 元

繁殖牛の分娩間隔（肉用牛）（日） ４０３ ３８０ H３０

肥育牛（肉専用種）の枝肉重量（㎏） ５０８ ５３０ H３０

経産牛１頭当たり年間生乳生産量（㎏） ８，３２４ ８，８００ H３０

母豚１頭当たり年間肉豚出荷頭数（頭） １９．８ ２４．５ H３０

木材生産量（㎥） ５３，２１８ ７９，７００ H３０

担い手の農地利用集積面積（ha） ６，４４７ ７，１３９ H３０

荒廃農地解消面積（ha）（Ｒ３～Ｒ７年度累計） ８１６ ８６２ Ｈ２７～Ｒ元累計

水田の整備済面積（ha） ４，７１２ ４，７３５ R 元

畑地の整備済面積（ha） １，８３１ ２，００４ R 元

有機・特別栽培の実面積（ha） ７７９ ９００ R 元

●KPI

利販売を促進します。

❸農商工連携等による農産物の加工と付加価値向上の推進

●安全・安心な農産物を供給するために、環境保全型農業直接支払制度の活用などによる有機栽培や特別栽培の
取組面積の拡大を推進します。

●消費者や実需者からの信頼を高める産地や経営体となるため、農業生産工程上の各種リスクを低減するGAP
の導入を推進します。

●カバークロップや未利用資源の活用などにより、諫早湾周辺地域の窒素負荷低減対策を推進します。

●地域農産物を活用した加工品生産のため、県内原料供給体制を確立して、県内事業者との農商工連携を行い、
農産物の付加価値向上を図ります。

●セミナー等を通じて、産地と事業者のマッチングの場を提供するとともに、地域内で製造された加工品は、長
崎四季畑認証に向けて推進します。
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移住体験（相談会）

Ⅱ 多様な住民の活躍による集落の維持・活性化

Ⅱ－１ 農山村集落に人を呼び込む仕組みづくり

❶本県農山村の魅力の発掘と関係人口の拡大

●緑化の普及啓発、森林環境教育を目的とした森林活動を通して、
子どもから大人まで幅広い世代の自然への理解と関心を高めます。

❷農山村地域への移住・定住対策の推進

●中間農業地域や山間農業地域が将来にわたって維持・活性化して
いくよう、集落の魅力を再認識しながら受入態勢を整備し、地域
の魅力や生活環境を発信することで、移住を促進します。

●移住者が安心して定住できるよう、集落リーダーを中心とした話し合いによる受け皿づくりを支援します。

❸農山村の持つ多面的機能の維持

●農地や農道・水路・ため池等の農山村地域資源の保全管理について、多面的機能支払交付金や中山間地域等直
接支払交付金の活用、推進を図るとともに、集落内の話し合いを通した共同活動による取組を支援します。

●森林の持つ多面的機能を発揮させるため、里山林等環境保全林の整備や地域が主体となって維持管理する体制
の構築に取り組むとともに、保安林の適正な管理と指定を促進します。また、市町による森林整備を進め、未
整備森林を解消します。

❹農山村地域における安全・安心で快適な地域づくり

●野生鳥獣による農作物被害軽減のための３対策（防護・棲み分け・捕獲）を総合的に実践するための取組を支
援します。

●現場で野生鳥獣被害対策を指導できる人材の確保・育成を支援します。

●安全で暮らしやすい農山村地域を維持するため、老朽ため池の整備や地すべり対策、海岸保全施設整備等のハー
ド整備に加えて、ハザードマップを作成し周知するなどのソフト対策を推進します。

●山地災害から住民の暮らしを守るため、危険度の高い山地災害危険地区に重点を置いて、治山施設の整備を推
進します。
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活気ある農産物直売所

現状 令和７年度 現状年度

農山村集落数 ９０１ ９０１ Ｈ２７

農山村地域への移住者数（人／年） － ６２ －

ボランティアとの集落環境保全活動に取り組む集落数 － １８ －

移住受入情報発信集落数 － ４７ －

資源保全活動取組面積（ha） ７，６０８ ７，７７２ Ｈ３０

野生鳥獣による農作物被害額（百万円） １１８ ６８ Ｈ３０

老朽ため池の整備促進（箇所数） １３ ２３ Ｒ元

山地災害危険地区（Ａランク）着手数（箇所数） ２３１ ２４７ Ｒ元

直売所・農泊売上額（億円） ５９．９ ６２ Ｈ３０

中山間地域の特性、資源を活かした新規品目等の実証 － ３ －

集落営農法人・組織の受益面積の拡大（ha）（再掲） ７５５ １，０２３ Ｈ３０

農作業受託・機械共同利用組織数 ４６ ５０ Ｒ元

●KPI

Ⅱ－２ 農山村地域全体で稼ぐ仕組みづくり

❶中山間地域に対応した営農体系の確立

●地域の農産物直売所等と連携して、中山間地域の特性を活かした少量多品目生産や地域の「顔」となる産品づ
くりに向けた新規品目の導入等を推進します。

❷地域農林業を支える組織の設立・推進

●担い手不足の中山間集落において、集落内での話し合いと合意形成により、集落営農等の設立に向けた支援と
推進を行います。

●農地の基盤整備事業等の推進と併せ、農作業受託・機械共同利用組織や集落営農組織を推進するとともに、高
収益作物の導入を図り、法人化による経営の安定と集落内での雇用の場となるよう、積極的に支援します。

●林業に新規参入する事業体が安定的に事業量を確保できるよう、公有林等の計画的な森林整備事業の実施を進
め、認定林業事業体に移行できるよう技術向上等への取組について支援します。

❸地域ビジネスの展開による農山村地域の活性化

●農産物直売所を「食の拠点」、「地域内外の交流の場」としてさら
に活性化するため、地域の特性を活かした産品の開発や販売の取
組を支援するとともに、組織運営の強化に向けた研修会等を開催
し、農山村地域の核として機能するよう支援します。
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計画的な優良品種への改植

 地域の取組の姿
園地の基盤整備 園地集積による

担い手の経営規模拡大

栽培及び経営支援 産地生産力の維持

スマート農業の導入 生産出荷作業の省力化

中
山
間
地
帯
に
お
け
る

果
樹
産
業
の
維
持・活
性
化

取組後取組前
●生産者の高齢化に加え担い手不足
●園地が未整備で借り手がいないため耕作放棄地
が拡大
●園地の多くが急傾斜地であるため労働生産性が
低い

目指す
取組

◆園地の基盤整備推進による担い手への園地集積
◆整備後の営農確立に向けた栽培及び経営支援
◆スマート農業の導入による生産出荷作業の省力化

畜産クラスター計画に基づく畜舎の整備

 地域の取組の姿 飼養管理指導
資金繰り対策支援

生産性向上
経営改善

飼養管理指導
繁殖雌牛増頭推進

生産性向上
規模拡大

養豚後継者の育成
多産系母豚の導入 生産性向上

肉
用
牛
及
び

養
豚
生
産
基
盤
の
強
化

取組後取組前
●肥育牛経営における、もと牛価格の高止まり、枝
肉価格の低迷等による収益性低下
●繁殖牛経営における、高齢化等による生産基盤
の弱体化
●養豚経営における世代交代の進展、多産系母豚
導入の遅れ

目指す
取組

◆融資事業等を活用した肥育経営体の体質強化の推進
◆補助事業等を活用した繁殖雌牛の増頭推進
◆養豚後継者の育成や多産系母豚の導入支援

５．地域別・産地別の戦略の展開

【長崎西彼地域】

●活力ある果樹産地の維持・活性化

●かんきつ産地の維持・活性化に向けて、生産性向上、優良品種の
導入面積拡大、雇用労力の確保に取り組みます。併せて、意欲あ
る担い手への園地集積と基盤整備等による省力化を推進します。
また、びわ産地の維持に向けて、担い手の確保・育成や、「なつ
たより」の生産拡大によるブランド力の強化に取り組みます。

●肉用牛及び養豚経営の生産性向上等による生産基盤の強化

●肉用牛経営では、肥育経営に対する資金繰り対策、繁殖経営に対
する増頭支援に加え、飼養管理指導及び繁殖・肥育農家の相互情
報交換等による生産性向上と地域内一貫生産により、ブランド強
化を推進します。
また、養豚経営では、ベンチマーキングシステムの活用による後
継者の育成に加え、多産系母豚導入等により生産性向上を推進し
ます。
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㈱アグリ未来長崎における研修

 地域の取組の姿 JA支援センターに
おける新規就農者の
育成

産地の維持拡大

産地受入体制の強化

関係機関が一体と
なった就農支援と
フォローアップ

新規就農、就業者
の経営向上と定着

新
規
就
農
者
の
増
加

取組後取組前
●新規就農者、就業者等の担い手不足
●農業者の高齢化による産地の縮小

目指す
取組

◆JA長崎せいひ担い手支援センターによる産地主導型
の研修事業の構築（JA出資法人㈱アグリ未来長崎、
㈲大西海ファームでの研修受入）と新規就農者の育成、
産地受入体制の強化
◆新規就農後の経営確立のフォローアップの充実

キャベツ収穫（波佐見町駄野地区）

 地域の取組の姿 「なつほのか」等
水稲高温耐性品種
の推進

良食味米の生産拡大

需要に応じた品種
の導入と安定生産
技術の推進

麦・大豆の生産拡大

集落営農組織の
法人設立後の
経営力強化支援

担い手組織育成と
組織力強化

排水対策・土づくり
の推進等による
園芸品目推進

園芸品目の産地育成

集
落
営
農
組
織・法
人
化
等
を

中
心
と
し
た
水
田
の
汎
用
化・

フ
ル
活
用
の
推
進

取組後取組前
●温暖化の影響による水稲の収量・品質低下
●麦については、需給のアンバランス
●大豆については単収が低い
●米価の低迷による水田農業の所得低下
●集落営農組織が設立されているが、経営基盤が
弱い

目指す
取組

◆水稲高温耐性品種の適地適作による良食味米の生産拡
大
◆需要に応じた品種の導入と安定生産技術の推進による
麦・大豆等の生産拡大
◆排水対策や土づくりの徹底による園芸品目の産地育成
◆集落営農組織の法人設立後の経営力強化

●新規就農・就業者の確保・育成

●新規就農・就業者確保のため、JA主体の研修機関や学校等と連
携し、農家研修や各種就農情報の提供など、就農意欲を高める取
組を行いながら、JA、産地が一体となって新規就農・就業者の
定着を支援します。

【県央地域】

●水田地域における集落営農組織を中心とした水田汎用化・フル活用の推進

●水稲高温耐性品種や需要の高いはだか麦等の導入と、排水性の向
上等による麦・大豆や園芸品目の生産拡大を図ります。

●担い手である集落営農組織等の法人化や新規品目導入等による経
営基盤強化を支援します。
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いちごパッケージセンター

 地域の取組の姿 環境制御技術の導入
推進 単収向上

PCの利用促進 出荷調製の外部化
による管理徹底

産地部会の担い手
育成計画の支援

新規就農者の確保・
育成

花きの日持ち品質
管理認証取得に
よる実需者へのPR

花きの販売力強化

施
設
園
芸
農
家
の
所
得
向
上
と

新
規
就
農
者
の
確
保
に
よ
る

産
地
の
維
持・拡
大

取組後取組前
●環境制御技術導入が徐々に導入されている
●いちごパッケージセンター（PC)利用希望が高い
●花きでは日持ち品質管理認証取得への取組が
開始
●受入団体等登録制度を活用した新規就農者の確
保

目指す
取組

◆施設野菜・花きの環境制御技術の導入推進による単収向上
◆いちごのパッケージセンターの利用推進による単収向上と規模拡大
◆花きの日持ち品質管理認証取得の実需者への PRによる販売力強化
◆産地部会の担い手育成計画の支援による新規就農者の確保・育成と産地の維持・拡大

基盤整備区域での省力化機械によるにんじん収穫

 地域の取組の姿 基盤整備の計画的
な実施と省力化機
械の導入

作業効率が向上

労力支援体制の
構築 産地維持・拡大

早出栽培の推進・
新品種の導入

4月出荷の割合の増加に
よる有利販売

省
力
化・労
力
支
援
に
よ
る

露
地
園
芸
産
地
の
維
持・拡
大

取組前
●露地野菜の労力が不足しており、省力化機械導
入による作業の効率化と労力支援体制の構築が
必要
●ばれいしょの４月出荷割合は全体の２～５％程度
であり、市場からのニーズに応えきれていない

取組後

目指す
取組

◆基盤整備の計画的な実施と省力化機械の導入、労力
支援体制の構築による産地の維持・拡大

◆ばれいしょの早出栽培技術の推進・新品種導入によ
る４月出荷割合の向上

●施設園芸農家の所得向上と新規就農者の確保による産地の維持・拡大

●施設野菜は環境制御技術の導入推進により単収を向上させ所得向
上を図ります。

●いちごはパッケージセンターの活用により、単収向上と規模拡大
を図ります。

●施設花きは環境制御技術の導入推進による単収向上と、販売力強
化による単価向上、省力化技術の導入により経営改善を図ります。

●技術習得支援研修と連動し、産地における新規就農者の受入・育
成を行います。

●省力化・労力支援による露地園芸産地の強化

●畑地の基盤整備の計画的な実施と省力化機械の導入、労力支援体
制の構築、大型選果場を活用した市場ニーズに対応した定時・定
量・定質の出荷体制の確立によるばれいしょ・にんじん等の産地
の維持・拡大を図ります。
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シートマルチ栽培の取組

 地域の取組の姿
指定園制度の推進 品質管理の向上

樹園地基盤整備 次世代につなげる
産地づくり

新・改植の推進 優良品種の面積拡大

ブ
ラ
ン
ド
率
向
上
に
よ
る

か
ん
き
つ
産
地
の
維
持・活
性
化

取組前
●シートマルチは普及しているが、排水不良園が多
く、ブランド率向上に結び付いていない
●高齢化等により耕作放棄園が増加している
●老木園が残っており、生産性が低下している

取組後

目指す
取組

◆指定園制度に取り組むことによるブランド率向上
◆樹園地の基盤整備推進（鈴田・内倉地区）
◆新・改植事業による優良品種導入

新規茶種「碾茶」の製茶工場（東彼杵町）

 地域の取組の姿 全国茶品評会での
最高賞獲得支援 知名度向上

優良品種への
改植推進 収量・品質向上

新たな茶種てん茶の
取組、輸出促進 販路拡大

協業化・法人化の
推進 経営体の強化

販
売
拡
大
に
よ
る
経
営
体
の
所
得
向
上

取組前
●長崎玉緑茶の知名度不足による低い販売力
●茶樹の老齢化による生産性の低下
●茶関連機械の高騰により更新が困難
●生産農家の高齢化による労働力不足
●市場単価の下落による経営悪化

取組後

目指す
取組

◆全国茶品評会の最高賞獲得と優良品種への改植推進に
よるブランド確立
◆製茶工場再編に向けた協業化・法人化の推進
◆新規茶種「碾茶※１」の販売力の強化、GLOBALG.A.P．等の認証取得による輸出の拡大

●ブランド率向上によるかんきつ産地の維持・活性化

●かんきつ産地の収益性向上のため、指定園制度の取組を進めブラ
ンド率向上を図ります。また、担い手への園地集積と基盤整備、
優良品種への新・改植、省力化機械の導入に取り組みます。

●日本一の茶産地におけるブランド確立や輸出拡大等による販売力強化

●全国茶品評会等の最高賞獲得に向けた品質向上の取組とブランド
確立による販売拡大を目指します。また、優良品種への改植に取
り組むとともに、茶業経営の協業化や製茶工場の再編を図り、新
たな茶種である碾茶の安定生産・販売、輸出に向けた残留農薬基
準への対応とGLOBAL G.A.P．に取り組むことで、経営体の所
得向上を図ります。
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超音波肉質診断装置による枝肉品質の確認

 地域の取組の姿 繁殖牛の飼養環境
改善

分娩間隔短縮と
子牛出荷増

肥育牛の前期粗飼
料多給技術等

枝肉重量の増加

優良種豚の導入と
飼養管理改善

母豚1頭当たり
肉豚出荷量増

肉
用
牛
と
養
豚
の
生
産
性
向
上

取組前
●繁殖牛の分娩間隔が長く、子牛出荷率が低い
●肥育牛の枝肉重量にバラツキがある
●子豚の生産頭数や育成率が低く出荷数が少ない

取組後

目指す
取組

◆繁殖牛の分娩間隔の短縮による生産性の向上
◆肥育牛の前期粗飼料多給等による枝肉重量の増加
◆優良種豚導入等による母豚１頭当たりの年間肉豚出
荷頭数増加

キャベツの機械収穫（諫早湾干拓地）

 地域の取組の姿 大規模環境保全型
農業の確立

環境保全型農業の
生産安定

加工・業務用野菜
供給体制の継続

供給体制の維持・
拡大

経営管理能力の
向上

大規模経営体の
経営安定

新技術導入による
省力・軽作業化 生産コストの低減

環
境
と
調
和
し
た
生
産
性
の

高
い
先
進
的
な
農
業
の
展
開

取組前
●大規模環境保全型農業の取組が求められている
●加工・業務用野菜については、実需者からのさま
ざまな要望への対応が求められる
●新技術導入による省力・軽作業化の取組が必要
●これまでも経営の安定化が図られてきたが、更
なる経営安定化等への取組が必要

取組後

目指す
取組

◆大規模環境保全型農業の確立（生産安定）
◆加工・業務用野菜供給の継続（供給体制の維持・拡
大）

◆新技術導入による省力・軽作業化栽培の確立（コス
ト低減）

◆大規模経営体の経営安定（経営管理能力の向上）

●畜産クラスター計画に基づく肉用牛および養豚の生産性向上

●肉用牛経営において、繁殖雌牛の飼養環境改善等による分娩間隔
の短縮を図り、肥育牛の前期粗飼料多給等による枝肉重量の増加
を目指します。また、養豚経営では優良種豚導入や飼養管理改善
により生産性向上を目指します。

【諫早湾干拓地域】

●平場地帯における大規模環境保全型農業の振興

●平坦かつ大区画圃場の優位性を活かし、環境と調和した生産性の
高い、先進的な農業の展開を目指します。

※１ 碾茶（てん茶） 抹茶の原料で、碾茶を粉に挽いたものが抹茶。被覆栽培した茶の生葉を蒸して、揉まずに乾燥したもの。
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棚田の保全（長崎市大中尾地区）

 地域の取組の姿 集落の移住情報
発信を支援

移住希望者への集落
の魅力を発信

農泊等との連携によ
る交流人口確保

地域生活者から移住
相談役を選任

地域住民と移住者の
相互理解による定住
環境の整備

都市部の移住希望者
へ移住先選択肢提供

移
住・定
住
者
の
確
保
に
よ
る
農
村

環
境
の
保
全
と
地
域
の
活
性
化

取組前
●農山村地域の高齢化や人口減少による地域の活
力低下
●農山村地域における農地保全や洪水防止など多
面的機能の低下

農泊を利用した
移住体験等による
集落の受入態勢を
整備

取組後

目指す
取組

◆集落の地域資源や特性を活かした魅力発信と、他地
域からの移住者の受入態勢の整備
◆移住者の定住による農村環境の保全と地域の活性化
◆農泊等との連携による関係人口の確保

林業体験（諫早農業高校）

 地域の取組の姿 就業希望者と高校生
を対象としたインター
ンシップの実施

新規就業者の確保
就業ガイダンスによる
就業希望者と就業先
のマッチングの推進

林業専業作業員の所得
向上に向けた林業版産
地計画の着実な実行

林業専業作業員の
所得向上

木
材
生
産
量
の
拡
大
、林
業
専
業

作
業
員
の
所
得
向
上
に
よ
る

生
産
を
支
え
る
人
材
の
確
保

取組前
●人工林が本格的な利用期を迎え、豊富な森林資
源の循環利用による林業の成長産業化が期待さ
れているが、林業専業作業員の高齢化、後継者
が不足している
●雇用を支える林業事業体の多くが小規模零細で
あり、人材の確保・育成及び経営の安定化に不安
を抱えている

取組後

目指す
取組

◆就業希望者と高校生を対象としたインターンシップ
の実施
◆就業ガイダンスによる就業希望者と就業先のマッチ
ングの推進
◆林業専業作業員の所得向上に向けた林業版産地計画
の着実な実行

【長崎西彼・県央地域全域】

●「集落支援対策」推進による農山村地域の活性化

●農山村地域の資源、伝統文化、多様な農業生産活動等を活かすと
ともに、その地域ならではの魅力発信の取組を強化し、都市部等
からの移住者受入を促進することで、地域の人口維持を図るとと
もに、他産業との連携・協働により、農山村地域の農地保全と多
面的機能の維持促進等を図ります。

【林業・森林】

●新規林業就業者の確保と林業専業作業員の所得向上

●新規林業就業者の確保を図り、また、労働生産性の向上により事
業量を拡大させて林業専業作業員の所得向上を図ります。
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ハラン栽培（波佐見町）

 地域の取組の姿
林業版産地計画に基づ
く計画的な搬出間伐と
主伐・再造林の実施

木材規格や品質に
応じた販売や
木質バイオマス利用

関係団体との連携
によるハランの
生産量の拡大

ハランの生産拡大

県産木材の生産拡大と
森林資源の循環利用

県産木材の流通推進

県
産
木
材
の
生
産
と
用
途
の

拡
大
等
に
よ
る
生
産
性
の
高
い

産
地
の
育
成

取組前
●人工林が本格的な利用期を迎えているため、豊
富な森林資源を適切に循環利用することが課題
となっている
●県産木材の生産拡大を図る一方、県産木材の流
通・利用面では建築用材に加え、低質材の用途を
拡大し、森林資源の有効活用を推進していく必
要がある
●ハランの生産は中山間地域における収入源とし
て、意欲的に取り組まれているが、生産者の高齢
化や産地間競争により経営環境は厳しくなって
いる

取組後

目指す
取組

◆林業版産地計画に基づく計画的な搬出間伐と主伐・
再造林の実施

◆木材規格や品質に応じた販売や木質バイオマス利用
◆関係団体との連携によるハランの生産量の拡大

地域を守る治山ダム（長崎市北陽町上床）

 地域の取組の姿

山地災害から住民
の暮らしを守る
治山施設の整備

住民の暮らしやすい
地域環境づくり

森林環境譲与税等
を活用した市町に
よる未整備森林の
解消

森林の多面的機能の発揮

森
林
の
多
面
的
機
能
発
揮
に

よ
る
、県
民
の
安
心
で
快
適
な

生
活
環
境
づ
く
り

取組前
●人口が多く、地質的に脆弱な当管内には２３１箇
所の危険度の高い山地災害危険箇所があり、治
山事業（公共・県単）により防災対策を実施してい
るが、Ｒ元年度末の着手率は約３３％である
●森林整備を進めるに当たっては、森林所有者の
経営意欲の低下や所有者不明の森林の増加、境
界未確定の森林の所在や担い手の不足が大き
な課題となっている

取組後

目指す
取組

◆森林整備の推進による未整備森林の解消
◆山地災害から住民の暮らしを守る治山施設の整備

●県産木材の生産拡大と特用林産物による地域振興

●林業版産地計画に基づき搬出間伐等の森林整備を推進し、県産木
材の生産を拡大させるとともに特用林産物の生産を拡大する取組
を促進します。

●森林の多面的機能の発揮と安全、安心で快適な地域づくり

●持続的な森林経営と健全な森林づくりにより、森林の多面的機能を発揮さ
せるとともに、山地災害を防止し、住民の暮らしやすい地域環境をつくり
ます。
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第５章／地域別振興方策：長崎西彼・県央
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